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岡山大学男女共同参画推進基本計画

Ⅰ．基本理念

岡山大学は，高度な知の創成と的確な知の継承を通じて，個人が性別にかかわらず能力を

発揮し活躍することができる場を築くとともに，男女共同参画社会の実現と人類社会の発展

に貢献することを目指す。

Ⅱ．基本方針

１．教育・研究および就労における男女の均等な機会の保障

２．教育・研究および就労と生活との両立支援

３．男女共同参画の視点に立った人材育成

４．男女共同参画に関する意識改革

５．男女共同参画に関する取組における地域社会との連携

Ⅲ．行動計画

１．教育・研究および就労における男女の均等な機会の保障

（１）意思決定機関への男女共同参画の実施

役員，部局執行部，全学委員会等の大学の意思決定機関における男女比率について，

大学教職員の男女比率を考慮して比率改善に努める。

（２）女性教員増加のための取組

① 文部科学省科学技術人材育成費補助金『女性研究者支援モデル育成』事業「学都・

岡大発 女性研究者が育つ進化プラン」を平成２３年度まで実施し，女性研究者が研

究と出産・育児等を両立し，その能力を十分発揮しつつ研究活動を行えるように研究

環境の整備や意識改革を行う。

② ウーマン・テニュア・トラック教員制度を引き続き実施し，女性教員を積極的に雇

用・育成する。

③ 平成２１年度に「学都・岡大発 女性研究者が育つ進化プラン」において作成した

「１０年後には自然科学系女性教員の割合を２０％とすることを目指す」という数値

目標の達成に向けて，基本計画終了時点での新規採用における女性教員比率や職階別

の女性教員比率等の目標を設定し，その達成状況を毎年点検する。

④ 各部局においては，基本計画終了時点での女性教員の割合に関する具体的目標を設

定し，数値目標の達成に向けて，新規採用における女性教員比率や職階別の女性教員

比率等の目標設定を検討する。

（３）女性職員の昇進の促進

能力を適正に評価した上で女性職員を積極的に昇進させ，総括主査（課長補佐）以上

の管理職に占める女性比率の増加に努める。

（４）教員の採用・昇進および業績評価における不利益排除

① 教員の採用・昇進における男女格差がないか，また業績評価において性別による差

別等が生じていないかを定期的に点検し，格差や差別がある場合には改善する。
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② 教員の採用・昇進および業績評価においては，研究者としてのキャリアの期間に見

合った実績の量的評価に加え，これまでの本人の出産・育児・介護等の事情を考慮す

ることを検討する。

（５）教職員の育成

教職員に対する学内外における研修機会を拡大するとともに，メンター制度および相

談制度を整備し，教職員の育成に努める。

（６）意見・要望をくみ上げる仕組みの整備

男女共同参画に関する施策の策定や実施について教職員および学生から意見や要望を

積極的にくみ上げる仕組みの整備を検討する。

２．教育・研究および就労と生活との両立支援

（１）職場環境の見直し

① ワーク・ライフ・バランスの観点に立ち，これまでの就労環境を見直す。

② 超過勤務縮減，計画的な会議開催等を図るとともに年次有給休暇の取得を促進する。

（２）育児等の環境の整備

① 次世代育成に関する教職員のニーズを把握し，学内の保育所や学童保育を整備・充

実するとともに，その他の育児支援の諸策を検討し，実施する。

② 出産・育児・介護等により研究時間の確保が困難な教員に対しては，必要に応じて

研究支援員等の補助要員を配置するとともに，学内委員会委員等の負担の軽減を図る。

（３）休暇・休業制度の利用促進

① 教職員が育児休業・介護休業等を取得しやすいような職場環境の整備に努める。特

に，男性の育児休業の取得を奨励する。

② 産前・産後休暇および育児休業中の教職員に対して代替要員を確保するとともに，

教職員の間での制度の周知を図る。

③ 休業中および復職時の支援の向上に努める。

３．男女共同参画の視点に立った人材育成

（１）女性が少ない分野における女子の進学促進

中高生向けのセミナー等の開催および学内外で活躍している女性の活動を紹介する等

して女性が特に少ない分野における女子の進学を促進する。

（２）女性が少ない分野における女性研究者の増加への取組

女性が特に少ない分野における研究者数を増加させるため，本学の学生に対し研究者

との交流の場や大学院進学，研究者のキャリアに関する情報等の提供を積極的に行うこ

とを検討し，実施する。

４．男女共同参画に関する意識改革

（１）教職員を対象とした男女共同参画・次世代育成支援に関する啓発活動

① 教職員に対して男女共同参画および次世代育成支援に関する意識改革を目的として

シンポジウムやセミナーを開催し，教職員研修を行う。
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② 特に管理職員を対象として男女共同参画および次世代育成支援に関する意識改革を

目的としてシンポジウムやセミナーを開催し，研修を行う。

（２）男女共同参画のための取組に関する広報活動

本学における男女共同参画のための取組に関して，ホームページ，ニュースレター，

パンフレット，ポスター，報告書等を活用して学内外に対して広報活動を行う。

（３）次世代育成支援制度の広報と利用の促進

本学における次世代育成支援に関して，ホームページ，ニュースレター，パンフレッ

ト，ポスター，報告書等を活用して学内外に対して広報し，制度の周知を図るとともに

利用を促進する。

（４）男女共同参画に関する現状および教職員・学生の意識・実態の把握と公表

① 男女共同参画に関する基本的なデータを定期的に調査・分析し，ホームページ等で

公表する。

② 教職員および学生の男女共同参画への意識と実態を把握することを目的として定期

的に調査を行い，その結果をホームページ等で公表する。

（５）次世代育成支援に関する現状の把握と公表

① 次世代育成支援に関する現状および教職員の意識と実態を定期的に調査し，ホーム

ページ等で公表する。

② 次世代育成を支援する文化の進展度合いを部局単位で点検するための仕組みを検討

する。

（６）学生を対象とした男女共同参画に関する意識改革

ジェンダー学や男女共同参画，女性のキャリア支援に関する授業科目の提供およびセ

ミナーの開催により，学生の意識改革を図る。

５．男女共同参画に関する取組における地域社会との連携

（１）地域社会との連携

地域の自治体・教育機関・企業等と連携して，本学における男女共同参画および次世

代育成支援に関する意識啓発，育児支援等を進める。

Ⅳ．男女共同参画推進体制の整備と計画期間

（１）推進体制の整備

① 本行動計画の実施に当たっては，既に存在するダイバーシティ推進本部に加えて

本学における男女共同参画の推進を目的とした全学的な委員会の設置を検討する。

② 各部局において，ダイバーシティ推進本部男女共同参画室および次世代育成支援室

と協力して男女共同参画の推進を担当する部署を置く。
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（２）推進担当組織

① 男女共同参画の推進を目的とする全学的な委員会は，全学的な男女共同参画に関す

る取組について審議・決定する。

② ダイバーシティ推進本部次世代育成支援室は，上記委員会および各部局の男女共同

参画推進部署と連携して教職員の育児環境支援等の次世代育成支援の側面に関わる男

女共同参画事業を実施する。

③ ダイバーシティ推進本部男女共同参画室は，上記委員会および各部局の男女共同参

画推進部署と連携してその他の男女共同参画事業を実施する。

（３）計画期間の設定・評価

① 行動計画の計画期間は，平成２３年度から平成２７年度までの５ヶ年とする。

② 本学および各部局は，平成２３年度から平成２７年度までの計画期間の目標と年度

ごとの計画を設定し，年度ごとの達成状況を点検評価する。

③ 行動計画の達成状況については平成２５年度に中間評価を実施する。

④ 本行動計画終了後は，第３期中期計画との連動により新たな行動計画を策定するこ

とを検討する。


